
　佐世保市物品等入札参加業者としての新規登録受付を実施しますので、登録を希望される方は、
「物品等入札参加資格審査申請書」を下記要領にてご提出ください（期日厳守）。

記

１　受付期間
毎月第２月曜日の週（３月除く）

※日程については、ホームページをご確認ください。

２　受付時間・受付場所

(1) 受付時間　午前９時～午前１２時、午後１時００分～午後４時まで

(2) 受付場所　佐世保市役所　契約課　（本庁１２階）

 佐世保市八幡町１－１０　

３　提出方法

４　資格要件

(1)

(2)

(3) 申請月の翌月１日現在において、創業又は法人の設立から１年以上経過していること。

(4) 市税及び国民健康保険税又は法人税若しくは申告所得税を滞納していないこと。

(5) 消費税及び地方消費税を滞納していないこと。

(6)

(7)

５　有効期間

登録申請書類を受理した月の翌月１日から当年度末の３月３１日まで。

更新は毎年手続きが必要です。指定された期間に更新の手続きを行った者は、有効期間が

翌年度末の３月３１日まで延長されます。

登録営業種目の営業に関して、許可、認可、登録等を必要とする場合は、当該許可等を受
けていること。

　申請書類は、記載内容等についてお尋ねする場合がありますので、内容を説明できる方が、契
約課窓口までご持参ください。（郵送不可）

佐世保市「物品等入札参加資格審査申請書」の提出要領（新規受付）

地方自治法施行令第１６７条の４第１項各号の規定に該当しない者であること。ただし、被補
助人、被保佐人又は未成年者であって、当該契約締結のために必要な同意を得ているとき
は、この限りではありません。

地方自治法施行令第１６７条の４第２項各号の規定に該当しない者であること。

会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は
民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条第１項の規定に基づく再生手続開始の申立
て（以下「更生手続き等の申立て」という。）がなされていない者であること。ただし、更生手続
き等の申立てがなされた者（以下「更生手続き等の申立てがなされた者」という。）であっても、
更生手続き開始の決定後、本市へ入札参加資格審査申請書を再度提出し受理された者
は、更生手続きの開始又は再生手続きの開始がなされていない者とみなします。



６　提出書類

① 登記事項証明書（法務局） ① 身分証明書（市区町村）

② 納税証明書 ② 納税証明書

詳細は別紙を参照のこと 詳細は別紙を参照のこと

③ 損益計算書等（個人必須）

③ 許認可等証明書 ④ 許認可等証明書

※必要に応じて添付 ※必要に応じて添付

(1)申請書等

(2)添付書類
（写し可）

３か月以内に
発行されたもの

法 　　 人

様式１（申請書）【必須】
様式２（入札参加希望営業種目）【必須】
様式３（委任状）※必要に応じて提出【提出する場合は押印必須】
様式４（特殊物品詳細調査票）※必要に応じて提出
様式５（系列会社に関する届出書）※必要に応じて提出

個  　　人



【提出書類等に関する注意事項】

（共通事項）

○「【必須】」とある書類は必ず提出してください。

○ボールペン等のインクで記入し、修正する場合は二重線で消し、申請人の印を訂正印として

　押印してください。修正液・修正ペンによる修正は不可とします。

○申請書をダウンロードする場合はA４用紙で出力してください（両面印刷不可）。

○ファイル綴じは必要ありません。

○様式１～様式５及び証明書等を綴じ、左上をクリップで留めてください。

   ※ステープル等では留めないでください。

○必要書類に不備がある場合は受付できませんのでご注意ください。

○その他の添付書類等についても原則Ａ４サイズで統一してください。

〇事務連絡・調査等をFAXにて送付する場合がありますが、一括送付のためFAXを

　お持ちでない方には送付いたしませんのでご了承ください。

（申請書記入上の注意事項）　※必ずお読みのうえ記入してください。

　（市外の事業所に委任する場合は、事業所設立年月日の記入は不要。）

・系列会社の有無を○で囲み、有の場合は様式５を提出してください。

・系列会社の考え方については別紙をご確認ください。

【４　設立年月日】

・法人は登記事項証明書記載年月日を、個人は創業年月日を記入してください。

【４　系列会社の有無】

様式１
【必須】

【４　資本金】

・法人の場合は登記事項証明書に記載された資本金を記入してください。

　個人は記入不要です。

【４　総従業員数等】

・佐世保市内にのみ事業所がある場合は、総従業員数と佐世保市内事業所従業員数

　は同じ人数を記入してください。

【申請人】

・１．市内、２．準市内、３．市外　の欄は契約課で記入しますので、記入不要です。

・以前、佐世保市に登録があった場合は、右上の「登録番号（資格番号）」を記入

　してください。番号が不明の場合は契約課で記入いたしますので、記入されなくても

　結構です。

・初めて申請される場合は新規の欄に○印を付けてください。

・委任される場合は様式３の委任状の提出も必要です。

・佐世保市内事業所に委任される場合は、必ず事業所設立年月日を記入してください。

・代表者職氏名については、通常使用する肩書きを記入してください。会社名、

・代表者の押印は不要です。

【１　本社又は本店情報】

・商号又は名称欄はカタカナで記入し、（株）　（有）等は省略してください。

・申請内容についての責任者氏名及び問い合わせ先は必ず記入してください。

・入札、見積等の連絡先となりますので、１又は２と同様の場合も必ず記入してください。

　は記入不要です。

・日付は申請書の提出日を記入してください。

・営業担当者名は必須ではありません。又、２の受任先の営業担当者を記入される場合

　所在地等はゴム印等でも可です。

・所在地等（郵便番号も含む）を記入してください。法人については、

　登記上の住所を申請人所在地として記入してください。

【３　名簿情報】

【２　受任者情報】

・様式３の委任事項について年間委任される場合に記入してください。



・３営業種目以内を選択してください。

・営業種目名は営業種目一覧を参照して、希望する営業種目に〇印をつけてください。

　９８.その他の場合のみ、品名等を任意で記入してください。

・コピー機の契約については、消耗品購入契約にコピー機のレンタルを含めた

　形で行っています。取り扱いがある場合は「６２．事務機器」を選択してください。

・営業種目の　５３．機械・金物、６２．事務機器、６５．消防・防災用品、

　６８．スポーツ用品、７４．通信機器、７６．電気、８５．不用品売却　を選択された場合

　には様式４（特殊物品詳細調査票）を記入してください。

・委任状は【押印必須】です。

・系列会社の考え方については別紙をご確認ください。

・営業品目欄への追加記入はしないでください。

②　個人の受任者の印は、印影に受任者名が確認できるもの※会社名が入ったものも可。

【６　官公庁契約実績情報】

【７　取扱商品情報】

・営業種目内で取扱いの多い商品を順に記入してください。記入しきれない場合は

・上記営業種目を選択された場合は、該当がなくても必ず提出してください。

①　印影に会社名又は会社名及び支店名等が入り、かつ委任を受けた者の職名又は

　該当がある場合は「○印記載欄」に○印を記入してください。

・８６．不用品売却を選択された場合は買受可能物品を記入してください。

・直近２年間で物品での契約実績を記入してください。契約書等の写しの添付及び工事

様式４

・様式２の「入札参加希望営業種目」で営業種目　５３．機械・金物、６２．事務機器、

　６５．消防・防災用品、６８．スポーツ用品、７４．通信機器、７６．電気、８５．不用品売却
　を選択された場合は業者指名等で取扱情報等を必要とすることがありますので、

・本社又は受任先が佐世保市内の場合は記入不要です。

・市内に本社又は受任先以外に事業所（支店、営業所等）がある場合にご記入ください。

　その際必ず事業所設立年月日を記入してください。

【入札参加希望営業種目（重要事項）】

・年度途中の営業種目の追加・変更は原則として行えませんので、必ず責任者が

　『○○全般』としてください。

補助用紙 ・様式５の記入欄が不足した場合のみご記入ください。記入がない場合は提出不要です。

様式１
【必須】

【５　市内事業所情報】

　　会社の名前が入っているものとします。

様式５
・系列会社が有の場合に、提出してください。

様式２
【必須】

　営業種目内で分類が必要であるもののみを記載しています。記載していない物品について
　は分類を必要としていませんので、該当がない場合は記入不要です。

　契約の実績の記入は必要はありません。

　記入してください。

【様式１共通事項】

・「商号又は名称」、「所在地」、「電話番号」、「ＦＡＸ番号」及び登録「営業種目」「担当者

　名」等については、入札参加資格者名簿に記載し公開します。

補助用紙 ・様式１の７．取扱商品情報の記入欄が不足した場合のみご記入ください。

様式３

・委任事項について年間委任される場合に記入してください。この場合には様式１の２受任

　者情報欄に記入しているか必ずご確認ください。※本申請書を提出するための委任状で

　はありません。

・法人の受任者の印については下記のいずれかを満たすものとします。

　　名前が確認できるもの。※支店名のみの印は不可とし、「○○株式会社△△支店」等、



【添付書類について】

※証明書等については、いずれも写し（コピー）可です。

※これらの書類とは別に、必要に応じて書類の提出を求める場合があります。

※証明書については指名する際の判断材料とします。

別紙の「必要な納税証明書」を参照してください。

許認可等証明書
（法人、個人必要に応じて添付）

税務署へ提出した直近の損益計算書の写しも可。

損益計算書等（個人必須）

・証明書の有効期限が到達した場合は更新したものを提出してください。

法人の場合は登記事項証明書（法務局発行）を提出してください。

個人の場合は代表者の身分証明書（本籍地の市区町村で発行）を提出してくだ
さい。

登記事項証明書（法人必須）

身分証明書（個人必須）

個人の場合は、損益計算書等の写しを提出してください（様式については税務
署と同様で可です。）。

・選択した営業種目での営業に関し、許可、認可、登録等を必要とする場合は
必ず提出してください。申請後に取得した場合も提出してください。

納税証明書（法人・個人必
須）



【必要な納税証明書】

申請者の区分に応じた証明書を提出してください。

申請者 市内事業所
佐世保市への

納税
区分 証明書

市税 佐世保市税の滞納のない証明書

国税 納税証明書（その３※１又はその３の３）

無

無 無

市税 佐世保市税の滞納のない証明書

国税 納税証明書（その３※１又はその３の２）

無

無 無

※１　その３の税目は「消費税及地方消費税」を選択してください。

〇国税は税務署、市税は佐世保市役所市民税課又は各支所及び宇久行政センターで発行されます。

〇発行日から３か月以内のものを提出してください。（コピー可。）

【佐世保市税の滞納のない証明書に関する注意事項】

有

有

納税証明書（その３の３）

納税証明書（その３の２）

国税

国税

　・証明書の発行についてご不明な点は市民税課証明窓口へお問い合わせください。

　・市税の納付から２週間（法人市民税は約１か月）以内に証明の交付請求をされる場合は、納入が確認でき
る領収書又は口座振替後に記帳した通帳を持参のうえ、交付を受けてください。（契約課への領収書等の持
参は不可。）

法　人

個　人

有

有



水産用品

水道資材

スポーツ用品

電気

特殊印刷

図書・新聞

塗装用品

日用品・雑貨

農機具

農業用薬品

花

福祉用品

不用品売却

不用品売却

文房具・紙製品

理学機器

機器等リース

その他

※業務委託は別途登録が必要です

※１　コピー機の契約については消耗品購入契約にコピー機のレンタルを含めた形で行っています。該当の場合は

「６２．事務機器」を選択してください。

※２　買受可能な物品を様式１の７.取扱商品情報へ記入してください。

※1を
参照

65 消防・防災用品
消防車両、消防機器、防災
用品、消防用被服、靴

様式4
へ記入

98
４１～８９の営業種目に該当
しない物品

理学機器

64 食料品
食料品全般（飲料物含む）、
菓子製造

リース、レンタル、植木リー
ス、寝具リース

89

62 事務機器 コピー機、机、ロッカー、椅子
様式4
へ記入

文房具、紙製品

63
種子、植木、肥料、
飼料、間伐材売却

種子、植木、肥料、飼料（動物用
エサ含む）、間伐材売却

88

61 室内装飾
テント、カーテン、暗幕、フロ
アーシート

60 自動車修理 自動車修理

59 自動車購入・売却
自動車（消防車両除く）、自動車部
品、タイヤ、バイク、自転車

84

様式4
へ記入

85

58 工業用薬品 工業用薬品 83 生花、造花

56 計測量機 計量機器、度量衡 農業用機械・器具

57 建設・土木資材
アスファルト、乳剤、コンク
リート、砂、山砂利

82

54 贈答品
カタログギフト、焼物、贈答用
お茶、提灯

塗装用品

55 教材・保育用品
学校・保育教材、保育用品、
ミシン、教材ソフト、副読本

80

52 看板 看板、標識（特注標識）
ラベル、シール（ステッカー）印刷、プ
リペイドカード等への印刷

53 機械・金物 機械、金物、工具器具、合鍵
様式4
へ記入

78

鉄工製作

51 写真
写真焼付、カメラ（デジカメ除
く）

76
電気製品（デジカメ含む）、電気機器・
部品、冷暖房機器、空調機器

様式4
へ記入

50 楽器・CD 楽器、CD（DVD)、レコード 75 鉄工製作

業務用厨房機器（厨房ガス
機器含む）、給食用食器

家具・建具
家具、建具、ガラス、木工製
作、畳（柔道畳除く）

73

49 ガス機器
ガス機器（厨房ガス機器除
く）

74 通信機器 FAX、無線機、防犯通報機器
様式4
へ記入

48

45

厨房機器

地図印刷

47 OA機器
パソコン、ソフト（既製品）、イ
ンターネット関連機器

72 茶

46 印章・ゴム印 印章・ゴム印 71 地図印刷

茶（業務用）

印刷（連続帳票） 連続帳票印刷 70 染物

様式4
へ記入

石油類、プロパンガス、その
他の燃料、機械油類

旗類（のぼり、横断幕等含む）

44 印刷
冊子、ポスター、チラシ、単
票等の印刷・製本

69
石油・プロパン
ガス

43 医療用薬品 医療用薬品、医療用消耗品 68
スポーツ用品（柔道畳含
む）、アンツーカー

42 衣料・寝具
衣料・靴（消防関係除く）、寝
具

67 水道資材

営業品目（主なもの）
注意
事項

41 医療機器 医療用機器、医療用車両 66 水産用品、船舶、船外機

77

79

81

営 業 種 目 一 覧

№ 営業種目 営業品目（主なもの）
注意
事項

№ 営業種目

87

図書、新聞、既成チラシ・パ
ンフレット、教科書

ビニール・ポリ製品、清掃用
品、洗剤、物置

86 上記以外の売却
※2を
参照

金属・古紙・古布・灰・スラグ

農業用薬品

福祉用品、介護用品



№７ 

系列会社の考え方 
 

【資本的関係の例】 

  （例１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （例２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （例３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 社 

B 社 

B 社の議決権の過半数 

A 社は B 社の親会社である。 

B 社は A 社の子会社である。 

A 社 

B 社 

B 社の議決権の過半数 

A 社は B 社の親会社であり、C 社の親会社でもある。 

B 社は A 社の子会社であり、C 社の親会社である。 

C 社 

C 社の議決権の過半数 

C 社は B 社の子会社であり、A 社の子会社でもある。 

A 社 

C 社 

C 社の議決権の 2 割 

A 社は B 社の親会社であり、

C 社の親会社でもある。 

C 社は A 社の子会社である。 

B 社 

B 社の議決権

の過半数 

C 社の議決権

の 4 割 

B 社は A 社の 

子会社である。 

※B 社と C 社の間に親子関係はない。 



№７－１ 

【人的関係の例】 

（例１）代表者（受任者を含む。）が他社の代表者（受任者を含む。）を兼任している。 

 

 

 

 

（例２）代表者（受任者を含む。）が他社の役員等を兼任している。 

 

 

 

 

（例３）役員等が他社の役員等を兼任している。 

 

 

 

 

 

(1)受任者とは、契約締結権を委任された者をいう。 

(2)役員等とは、次の者をいう。 

①会社の代表権を有する取締役 

②取締役（社外取締役を含む。ただし、委員会等設置会社の取締役を除く。） 

③会社更生法第 67 条第 1 項又は民事再生法第 64 条第 2 項の規定により選任された管財人 

④委員会等設置会社における執行役又は代表執行役 

※監査役及び執行役員は、役員等には該当しない。 

 

 

【入札参加が制限される場合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上図の場合、各社は次の関係に該当するため、同一入札への参加が制限される。ただし、1 者

を除き辞退（不参加）すれば残る 1 者は参加可能。 

① 親会社と子会社の関係にある（A－B、A－C） 

② 親会社を同じくする子会社同士の関係にある（B－C） 

③ 役員等が兼任している（A－D、D－E） 

④ ①～③の複合的関係にある（A－E、B－D、B－E、C－D、C－E） 

 



【業者の区分について】
区分の基準については下記のとおりです。

①市内業者の判定基準

本市に本社、本店を有する法人で本市の市税の滞納がない者及び本市に主たる事業所を有する

個人事業者で代表者の住民票が市内にあり、その代表者が本市の市税の滞納がない者。

②準市内業者の判定基準

市外に本社、本店があり、本市に支店、営業所を有する法人又は本市に事業所を有する個人事業者で

本市に納税があり、かつ、その滞納がない者。

③市外業者の判定基準

市内業者、準市内業者の要件に該当しない者。

【準市内業者の業者指名について】
佐世保市においては、現在、準市内業者の指名は原則行っておりません。

しかし、一定条件のもとにランク付けを行い、そのランクに応じた範囲での指名を行う場合があります。

ランクについては、希望される方のみ必要に応じて申請を行ってください。任意での提出であり強制

ではありません。

なお、ランクの適用については契約課発注案件（市長部局所管分）のみとなっています。

申請書については

佐世保市ホームページ　⇒　事業者の方へ　⇒　物品等　⇒　様式

⇒　準市内業者の入札参加資格要件に係る様式　　　からダウンロードできます。

【その他資格決定後の注意事項】
・本申請書の内容、証明及び許可等に変更があった場合は、早急に変更届又は系列会社に

関する届出書を提出してください。詳細は市ホームページの【変更申請】を参照してください。

・登録後の営業種目の変更は１月中旬から２月初旬の期間のみ受け付け、翌年度４月から適用します。

<インターネットでの変更届等の出力方法>

佐世保市ホームページアドレス　　　ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．cｉｔｙ．sａｓｅｂｏ．lg．jｐ／

佐世保市ホームページトップページ　⇒　事業者の方へ　⇒　物品等　⇒　入札参加申請

　⇒　【変更申請】業者登録内容に変更があった場合　　

・佐世保市では契約課発注の物品購入等については電子入札（ID・パスワード方式、ICカード不要）
で行っております。参加を希望される事業者の方は資格決定以降に登録申請を行ってください。

・更新等については「広報させぼ」、「佐世保市ホームページ」にてお知らせいたしますので、

確認もれがないようにしてください。



【入札参加資格の更新について】

更新には毎年手続きが必要です。
業者区分に応じて、提出書類等が異なります。必ず下記をご確認ください。

申請書等の提出は不要とし、下記の納税証明書の提出のみで更新とします。

提出がない場合は、次年度から指名対象外、または登録の取消しとなるのでご注意ください。

西暦の偶数年度の更新期間に納税証明書の提出がない場合、登録有効期間満了後に取消しとなります。

・発行日から３か月以内のものを提出してください。（コピー可。）
・次回提出期間は令和９年１月７日から２月１９日を予定。１２月中に広報紙・ホームページ等
でお知らせします。

●令和８年度(2026年度)から令和９年度(2027年度）への更新時に必要な証明書

　【市内業者・準市内業者の方】

①佐世保市税の滞納のない証明書

（市民税課・各支所及び宇久行政センター発行）

②消費税及び地方消費税の未納がないことを証明する証明書

（その３又はその３の２又はその３の３　税務署発行）

　【市外業者の方】

①法人税（又は申告所得税）の未納がないことを証明する証明書

②消費税及び地方消費税の未納がないことを証明する証明書

（その３の３又はその３の２のみの提出でも可　税務署発行）

区　分

提出書類

市税 国税（未納税額のない証明：その３又は３の２又は３の３）

佐世保市税の滞納のない
証明書

法人税又は申告所得税 消費税及び地方消費税

市内業者

準市内業者
毎年提出

２年に１回提出
(西暦)2026年度、2028年度

の更新期間
・・・（偶数年度）

市外業者 毎年提出


